
 

 

議案第７８号  

 

秦野市道路条例及び秦野市下水道条例の一部を改正することにつ 

いて 

 

秦野市道路条例及び秦野市下水道条例の一部を別紙のとおり改正するものと

する。 

 

平成２８年１１月２４日提出 

 

秦野市長 古 谷 義 幸  

 

 

提案理由 

 固定資産税評価額の評価替えによる地価の動向等を考慮し、道路及び公共下

水道の敷地の占用に係る占用料の額を改定するとともに、字句の整理を行うた

め、改正するものであります。 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市道路条例及び秦野市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 （秦野市道路条例の一部改正） 

第１条 秦野市道路条例（平成２４年秦野市条例第２８号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第１７中備考以外の部分を次のように改める。 

 別表第１７（第５１条関係） 

占用物件 単位 
占用料 

（単位 円） 

電柱、電

線、変圧

塔、郵便

差出箱、

公衆電話

所、広告

塔その他

これらに

類する工

作物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１種電柱 １本につき

１年 

１，６６０ 

第２種電柱 ２，５６０ 

第３種電柱 ３，４５０ 

第１種電話柱 １，４９０ 

第２種電話柱 ２，３８０ 

第３種電話柱 ３，２７０ 

支線柱及び支線 ６８０ 

その他の柱類 １５０ 

共架電線その他上空に設ける

線類 

長さ１メー

トルにつき

１年 

１５ 

地下に設ける電線その他の線

類 

９ 

路上に設ける変圧器 １個につき

１年 

１，４６０ 

地下に設ける変圧器 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

８９０ 

変圧塔その他これに類するも

の及び公衆電話所 

１個につき

１年 

 

２，９７０ 

郵便差出箱 １，２５０ 
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 広告塔 表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

４，５３０ 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，９７０ 

地下埋設

電線管、

水道管、

下水道

管、ガス

管その他

これらに

類する物

件 

外径が０．０７メートル未満

のもの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

６２ 

外径が０．０７メートル以上

０．１メートル未満のもの 

８９ 

外径が０．１メートル以上 

０．１５メートル未満のもの 

１３０ 

外径が０．１５メートル以上

０．２メートル未満のもの 

１８０ 

外径が０．２メートル以上 

０．３メートル未満のもの 

２７０ 

外径が０．３メートル以上 

０．４メートル未満のもの 

３６０ 

外径が０．４メートル以上 

０．７メートル未満のもの 

６２０ 

外径が０．７メートル以上１

メートル未満のもの 

８９０ 

外径が１メートル以上２メー

トル未満のもの 

１，７８０ 

外径が２メートル以上のもの ３，５７０ 

鉄道、軌道その他これらに類する施設 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，９７０ 

歩廊、日よけその他これら

に類する施設 

歩廊 １３０ 

その他の

もの 

２００ 

地下街、 地下街及び地下 階数が１  Ａ×０．００４ 
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地下室、

通路、浄

化槽その

他これら

に類する

施設 

室 のもの  

階数が２

のもの 

Ａ×０．００７ 

階数が３

以上のも

の 

Ａ×０．００８ 

上空に設ける通路  ２，２６０ 

地下に設ける通路 １，３６０ 

その他のもの ２００ 

露店、商

品置場そ

の他これ

らに類す

る施設 

祭礼、縁日その他の催しに際

し、一時的に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

日 

４５ 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

か月 

４５０ 

看板、標

識、旗ざ

お、パー

キング・

メータ

ー、幕及

びアーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

看板（アーチで

あるものを除

く。） 

一時的に

設けるも

の 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

か月 

４５０ 

その他の

もの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

４，５３０ 

標識 １本につき

１年 

２，３８０ 

旗ざお 

 

 

 

 

祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

１本につき

１日 

 

 

 

４５ 
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  けるもの   

その他の

もの 

１本につき

１か月 

４５０ 

幕（道路法施行

令第７条第４号

に掲げる工事用

施設であるもの

を除く。） 

祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの 

その面積１

平方メート

ルにつき１

日 

４５ 

その他の

もの 

その面積１

平方メート

ルにつき１

か月 

４５０ 

アーチ 車道を横

断するも

の 

１基につき

１か月 

４，５３０ 

その他の

もの 

２，２６０ 

太陽光発電設備及び風力発電設備 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

２，９７０ 

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事

用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事

用材料 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

か月 

４５０ 

道路法施行令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げる施設 

３００ 

道路法施行令第７条第８号

に掲げる施設 

 

 

 

トンネル

の上又は

高架の道

路の路面

下に設け

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

 

Ａ×０．０１４ 
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 るもの  

 

 

上空に設

けるもの 

Ａ×０．０２ 

その他の

もの 

Ａ×０．０２８ 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設ける事務

所、店舗、倉庫、住宅、自

動車駐車場、自転車駐車

場、広場、公園、運動場そ

の他これらに類する施設 

建築物 Ａ×０．０１４ 

その他の

もの 

Ａ×０．０１ 

道路法施行令第７条第１１

号に掲げる応急仮設建築物 

トンネル

の上又は

高架の道

路の路面

下に設け

るもの 

Ａ×０．０１４ 

上空に設

けるもの 

Ａ×０．０２ 

その他の

もの 

Ａ×０．０２８ 

道路法施行令第７条第１２号に掲げる器

具 

Ａ×０．０２８ 

その他のもの 市長がその都度定める額 

 

 （秦野市下水道条例の一部改正） 

第２条 秦野市下水道条例（昭和５５年秦野市条例第３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３２条第３項中「秦野市財務規則（昭和５６年秦野市規則第１１号）」

を「秦野市公共下水道事業会計規程（平成２８年秦野市企業管理規程第６

号）」に改める。 

  別表第１通路の部占用料の欄中「２８０」を「２３０」に、「６２０」を
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「５１０」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正前の秦野市道路条例又は秦野市下水道条例の規定によ

り施行日前に施行日以後の期間に係る占用の許可を受けている場合において、

この条例による改正後の秦野市道路条例別表第１７及び秦野市下水道条例別

表第１の規定は、施行日以後の期間に係る占用料について適用し、施行日前

の期間に係る占用料については、なお従前の例による。 
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